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     重要事項説明書 
    令和  年  月  日 

1. 事業主体概要 
名 称 アークエム株式会社 
所 在 地 東京都文京区本郷３－３１－６ 
法人種別 株式会社 
代表者名 代表取締役 西 野 昭 子 
連 絡 先 電 話 03-6801-6926 ＦＡＸ 03-6801-6986 
法人の理念 介護保険に関係する厚生省令、告示の主旨及び内容に沿い、認知症高

齢者に対して、家庭的な環境のもとで生活介護を行う。 
 

 
2. ホームの概要 

名  称
 

グループホームゆう希苑まごめざわ 
ホームの目的 認知症高齢者の、充実して穏やかな日々の生活確保のため、地域、他

施設と連携をとり、運営していく。 

所 在 地 千葉県船橋市上山町３－６１６－１ 
指 定 番 号 １２９０９００２６３ 

連  絡  先 電 話 047-438-6001 ＦＡＸ 047-438-6002 
管 理 者 二川 千尋 

開設年月日 平成22年6月1日 

交 通 東武野田線馬込沢駅より 徒歩14分 

敷 地 668.4㎡ 権利者：アークエム株式会社 

建 物 延床面積：499.51㎡ ２階建て 

居室の概要 洋室 11.32㎡ 収納、冷暖房 

共用施設概要 
居間・食事室 
１階49.88㎡ ２階50.58㎡ 

緊急対応方法 

入居者の急変時 
 日中：病院へ搬送 
 夜中：病院へ搬送 
 搬送の不可時は、往診の確約あり 

防災・避難 
設備等の概要 
 

屋根・外壁は防火構造、スプリンクラー・消火器の設置 
火災報知器の設置 

損害賠償責任 
保険加入先 

損害保険ジャパン株式会社 

 
3. 職員体制（主たる職員） 

① 管理者     1名（常勤） 
認知症高齢者グループホーム管理者研修修了者 

② 計画作成担当者 2名 
      認知症介護実践者研修修了者 
③ 介護従事者他   常勤換算法で６名以上（１ユニット３名以上） 
      介護福祉士、ホームヘルパー２級、初任者研修等 

 
4. 勤務体制 
  昼間の体制 3名 

① 早出 7：00～16：00 1名 
② 日勤 8：30～17：30 1名 
③ 遅出 10：00～19：00 1名 
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  夜間の体制 1名 
④  夜勤 17：00～翌9：00  1名   

 
5. 利用状況 （令和  年  月  日現在） 
    利用者数  2ユニット当たり定員18人 利用者人数 18 人 
    要介護度別（解っている場合は記入）  
      要支援2：   人  要介護1：   人  要介護2：  人  要介護3：   人 
      要介護4：   人  要介護5：   人 
 
６. ホーム利用にあたっての留意事項 

・ 面会時間の規制はいたしません。 
・ 外泊にあたっては、外泊届に家族が記入・押印し帰り時間を明記して下さい。 
・ 家具等所持品は、個室に収納できる範囲で持ち込み可能とします。但し、生鮮食品は不可 
・ 面会時、家族による食品の持ち込みは申し出て下さい。（職員が賞味期限をチェック表に記入いたしま

す） 
・ ペットの室内飼いは禁止。室外に関してはその都度話し合いにて決定（他入居者、家族の意見をお聞き

します） 
 
７. 衛生管理等 

・ 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努めると 
ともに、衛生上必要な措置を講じます。 

・ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求 
めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

・ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね 

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 
８. 業務継続計画の策定等について 

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護 
の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継 
続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

・ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま 
す。 

・ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
 
９. 非常災害対策 

・ 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組みを行いま 
す。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）職・氏名：二川 千尋  
・ 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、非常災害時 

の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 
・ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回   月・   月） 
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１０.  サービス及び利用料等について 

 
１１. 協力医療機関等 

利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要 

な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難な場 

合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

① 協力医療機関 ： 医療法人社団 東邦鎌ケ谷病院 

② 訪 問 診 療  ： 医療法人社団信明会 東習志野クリニック 

③ 協力歯科医院 ： 松戸やぎり歯科  

④ 協力福祉施設 ： 社会福祉法人創明会 特別養護老人ホーム船橋梨香園 
 
１２. 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等の提供により事故が発生した場合は、

市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故については、事業所として

事故の状況、経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。 

保険給付 
サービス 

食事・排泄・入浴（清拭）・着替え介助等の日常生活上のお世話、日常生活の中での機

能訓練、健康管理、援助など。 

上記については、包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応じて定められた単

位数、加算の合計の１～３割が自己負担分となります。 

 

・ 認知症対応型共同生活介護(Ⅱ)として介護度別に１日あたり、 

要支援２：７４９単位 要介護１：７５３単位 要介護２：７８８単位 

要介護３：８１２単位 要介護４：８２８単位 要介護５：８４５単位 

  がそれぞれ加算されます。 

・ 初期加算として入居後３０日に限り、１日あたり３０単位の加算があります。 

・ 医療連携体制加算(Ⅰ)ハとして、１日あたり３７単位の加算があります。 

・ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)として、１ヶ月の所定単位数に対して１７．８ ％の加

算があります。 

・ 入院時の受入体制の確保として入院１日につき２４６単位（１か月に６日まで。

月またぎの場合は１２日まで）の加算があります。 

 

 

船橋市は、４級地にあたり、総単位数の合計に５．４％の加算があります。 
敷   金 １００,０００円 （原状回復費用を除いて返却） 
家賃（毎月） ６９,０００円（月額） 
食  費 １,６８０円／１日 

（朝食：４００円、昼食：５６０円、夕食：７２０円、おやつは含みます） 
水道光熱費 １５,７５０円（月額） 
理 美 容 代 実費１,５００円程度（希望者のみ） 
お む つ 代 必要な利用者様のみ。 

紙おむつ パンツ型 Ｓ 105円、M 115円、Ｌ 136円 
尿取りパット 小32円、大63円 
紙おむつテープ止め Ｓ～Ｍ 115円、Ｌ～ＬＬ 126円 

ベッド利用料 ７３５円（月額）ベッドを利用している方のみ 
カーテン利用料 ３１５円（月額） カーテンを利用している方のみ 
おむつ処理料 ３０円／１日   おむつを利用している方のみ 
そ の 他 日常生活において通常必要となる費用の内、利用者様が負担することが適当と認め

られる費用（実費） 
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また、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 
市町村の相談窓口：船橋市指導監査課指導監査第二係：047-404-2712 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険及び自動車保険（自賠責保険・任意保険）に加入しています。 
   保険会社名：損害保険ジャパン株式会社 
 
１２. 苦情相談機関 

ホーム苦情相談窓口 
管理者 二川 千尋：047-438-6001 

外部苦情申し立て機関（連絡先電話番号） 
船橋市福祉サービス部介護保険課：047-436-2302 
国民健康保険団体連合会介護保険課苦情処理係：043-254-7428 

 
１４. サービスの第三者評価の実施状況について 
  当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。 

実施した直近の年月日：00年00月00日 
第三者評価機関名：NPO法人ヒューマン・ネットワーク 

 
１５. 情報公開について 
   事業所において実施する事業の内容については、ホームページにおいて公開しています。 
 
１６. 秘密の保持と個人情報の保護について 

・利用者及びその家族に関する秘密の保持について 
① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り 

得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を

保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 
③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

ある期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇

用契約の内容とします。 
・個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者

の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得な

い限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁

的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ

の漏洩を防止するものとします。 
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示

の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利

用者の負担となります。) 
 
１７. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必

要な措置を講じます。 
① 虐待防止に関する担当者を選定しています。  虐待防止に関する担当者： 佐久間 龍一 
② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底 
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  を図っています。 
③ 虐待防止のための指針の整備をしています。 
④ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による 

  虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 
１８. 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場

合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対

して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。

その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 
① 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶ 

ことが考えられる場合に限ります。 
② 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防 
        止することができない場合に限ります。 
③ 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、 

直ちに身体拘束を解きます。 
 
１９. 地域との連携について 

① 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流

に努めます。  
② 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、（介護予防）認知

症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項にお

いて「運営推進会議」と言います。）を設置し、概ね２月に１回以上運営推進会議を開催しま

す。 
③ 運営推進会議に対し、サービス内容及び活動状況を報告し、運営推進会議による評価をうける

とともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等につ

いての記録を作成し、公表します。 
 
２０. サービス提供の記録 

① 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等 
の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から５年間保存します。 

② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することがで 
きます。 

③ 入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険被保険者証に記載い 
たします。 
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    【事 業 者】 
           施設名： グループホームゆう希苑まごめざわ 
           住 所： 千葉県船橋市上山町３－６１６－１ 
           説明者：                ㊞ 
 
 
   私は、本書面に基づいた重要事項の説明を受けたことを証明します。 
 
 
    【利 用 者】 
           住 所： 
 
           氏 名：                ㊞ 
 
    【利用者代理人】 
           住 所： 
 
           氏 名：                ㊞ 
    【身元引受人】 
           住 所： 
 
           氏 名：                ㊞ 
 
 
 
                               令和   年   月   日 


